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アイネスの貸し会議室　ご案内

になります！

● 親の同意がなくても契約できる
　・携帯電話の契約 ・ローンを組む

　・クレジットカードをつくる ・一人暮らしの部屋を借りる　など

● 10年有効のパスポートを取得する
● 結婚する
　（女性の結婚年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女ともに18歳に）

● 性同一性障害者が性別の取扱いの変更裁判を受けられる
※普通自動車免許の取得は従来同様、「18歳以上」で取得可能

● 飲酒をする

● 喫煙をする

● 競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券（馬券など）を買う

● 養子を迎える

● 大型・中型自動車運転免許を取得する

● 国民年金の被保険者資格（納付義務）

４月から成年年齢は

Ｑ なぜ成年年齢を20歳から18歳に引き下げるのでしょうか？

Ａ 18歳や19歳の若者の自己決定権を尊重し、積極的な社会参加を促すことを
目的としており、世界的にも18歳を成年年齢とするのが主流です。

また、すでに公職選挙法の選挙権年齢や憲法改正国民投票の投票権年齢は、

18歳に引き下げられています。

「18歳」「18歳」

～社会経験の浅い若者が狙われる～ 詐欺や悪質商法にご用心！

金融機関等を名乗りメール等で登録情

報の変更を促し個人情報を聞き出そう

とします。差出人を十分確認し、記載さ

れたURLに安易にアクセスしないように

しましょう。

広告を見て1回のつもりで健康食品を申

し込んだところ、定期購入になっていた

という相談が増加しています。通信販売

にはクーリング・オフの適用はありませ

ん。事前に解約方法を確認しましょう。

会員になって商品を販売し、新規会員

を勧誘すれば紹介料がもらえる、とうた

う商法。先輩や友人から「簡単にもうか

る」と誘われても、あやしいと思ったら

きっぱり断りましょう。

定期購入 マルチ商法 フィッシング
詐欺

18歳（成年）になったらできること 20歳にならないとできないこと

〇 ×

「おかしいな」と思ったときは、ひとりで悩まず、

最寄りの消費生活センター（　消費者ホットライン188）にご相談ください

（ネットワークビジネス）
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消 費
生活班

　アイネスでは、契約の基礎や悪質商法から身を守る方法、成年年齢引下げに伴う若者の被害防止など、さまざま

なテーマで出前講座を実施しています。

　学校、企業、地域の高齢者サロンなどに無料で講師を派遣しますので、気

軽にお申し込みください。（お申し込みはおおむね１ヶ月前までに）　

　事例を分かりやすく伝えるため、講義形式だけでなく、寸劇による講座も実

施しています。消費生活相談員が、消費者や悪質業者に扮して、消費者が狙

われやすい事例を楽しく紹介します。　　　　　　　　　　　　　　　　　

SNSで知り合った人から儲かる話がある
と誘われ、投資ソフトを購入させられた。
お金がなかったが消費者金融で会社員
と身分等を偽って借りるよう指示され、
お金を借りた。人を勧誘すれば８万円も
らえると聞いていたが、説明とは異なり
儲からない。

　高齢者に「介護保険料が戻る」等と持ちかけ、ＡＴＭを操作させ現金を送金させる『還付金

詐欺』や、パソコン画面に「ウイルス感染した」等と表示され、表示された番号に連絡すると、

ウイルス削除等の名目で電子マネーをだまし取られる『サポート詐欺』が多発しています。不

審に思ったらすぐに家族や警察に相談しましょう。特殊詐欺等防止機能付電話機・外付け機

器は、高齢者（条件あり）には購入費の補助もありますので、詳しくはお住まいの市町村へ

お問い合わせください。

もうけ話にはご注意ください！

個人情報保護制度が変わります！

還付金詐欺やパソコンのサポート詐欺が多発しています！　

出前講座（講師派遣）を実施しています！

　社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立が求められる中で、今般の法改正により、

地方公共団体の個人情報保護制度について全国的な共通ルールが法律で規定されることになりました。

　今後は右表のスケジュールで根拠法令が一元化されま

すが、国がガイドライン等を示すことにより、地方公共団

体の的確な制度の運用を確保することとされています。

　これまで、いわゆる「2000個問題」として、条例によっ

てバラバラだった新型コロナ等感染症陽性者や災害被災

者情報の公表のあり方の統一などが見込まれます。また、

地域や官民の枠を超えたデータの利活用により、医療や

学術分野での官民共同研究等の一層の推進が期待され

ます。なお、詳細は国の個人情報保護委員会のホームペー

ジ等でご確認ください。

お問い合わせ ・ お申し込み先

個人情報の取扱いの根拠法令個人情報の

保有主体
～2022.3.31

民間事業者

国

都道府県

市町村

個人情報保護法

行政機関個人情報保護法

都道府県個人情報保護条例

市町村個人情報保護条例

2023春～

個人情報保護法

2022.4.1 ～

個人情報保護法

同左

同左

情報商材・暗号資産（30歳代 男性）事例１ 投資のマルチ（大学生 男性）事例２

寸劇による講座の様子

０９７－５３４－２０３８

令和3年

令和２年

特殊詐欺被害総数 150件

特殊詐欺被害総数 112件

還付金詐欺 ２６件

還付金詐欺 9件

サポート詐欺 50件

サポート詐欺 16件 ※R2.4月～計上

簡単に「もうかる」うまい話はありません。例えば「FXや暗号資産をAIを

使って自動運用。簡単にもうかる」などと誘う広告等を安易に信じないようにし

ましょう。また、下記の事例のような怪しい話は、はっきり断りましょう。

儲かる仕事を紹介するとうたったサイトに
登録したところ、説明動画が複数回メール
で届いた。内容は仮想通貨の運用で、アプ
リに入金すると自動的に運用され儲けが出
るというものだった。計60万円をクレジッ
トカードの分割払いで決済したが、サイトか
らアプリが届かず、メールの返信もなく、
電話もつながらない。

２



参 画

推進班

　県では、女性のチャレンジの身近なモデルを示すことにより、男女共同参画社会づくりに関する県民の皆

様の一層の関心と意欲を高めるために、さまざまな分野にチャレンジすることで輝いている女性や女性団体・

グループを表彰しています。今年度は、３名と２団体が表彰されました。

各受賞者の詳しい取組内容は県庁 HP（http://www.pref.oita.jp/soshiki/13100/）をご覧ください。

大分県女性のチャレンジ賞 受賞者紹介

おおいた女性活躍推進事業者表彰 受賞者紹介

●谷  川 真奈美 様
　　（特定非営利活動法人地域ひとネット代表理事）

●江  田    梢　 様
　　（株式会社 NICObit 代表取締役）

●片  岡  正  子 様
　　（有限会社オレンジ農園代表）

●きつき小町会 様
　　（代表 小倉　倫子様）

●山国町地域婦人団体連合会

　里カフェ 様
　　（代表 水谷 トシヱ様）

●株式会社トキハインダストリー 様

●大分県信用組合 様

●株式会社トキハ 様

●社会福祉法人みのり村 様

個人

団体

　令和３年度「大分県女性のチャレンジ賞」　

「おおいた女性活躍推進事業者表彰」

受賞者決定！！

※写真右から受賞者

※写真右から受賞者

　県では、女性の活躍を進めるため、女性活躍推進宣言を行っていただいた事業者で、経営者と従業員が一

体となり、女性の登用や働きやすい職場環境づくりに積極的に取り組んでいる事業者を表彰しています。

今年度は、 ４事業者が表彰されました。

３



県民活動
支援室

アイネス★ホッと通信2022年３月発行

「おおいたNPO・県民フォーラム2021」を
開催しました！

　県では、行政とNPOの相互理解を深め、連携・協働を推進するため、平成22年度から現場体験研修を実施しています。

令和３年度は、21法人に県・市町村職員29名が研修生として参加しました。　※（　）内は主な体験内容

１ . アイラブグリーン大分 （平成森林公園での植樹作業）
２ . 空き家サポートおおいた （管理空き家の整備）
３ . いきいき安心おおいた （竹林の伐採・粉砕作業）
４ .おおいた子ども支援ネット （放課後等デイサービスの補助）
５ . スペシャルオリンピックス日本・大分

 （知的障がいのある人向けスポーツプログラム運営）
６ . 大学コンソーシアムおおいた

 （留学生と保育施設との交流事業）
７ . 地域の宝育成支援センター

 （中・高校生向け学習支援の運営）
８ . 七瀬の里 N クラブ （総合型地域スポーツクラブの運営）
９ . ゆめネットワーク （バルーンリリースイベントの運営）
10. 猪の瀬戸湿原保全の会 （湿原の輪地切り・輪地焼き作業）
11. 自立支援センターおおいた （バリアフリー推進の取組）

12. BEPPU PROJECT （アートを活用したイベント運営）
13.べっぷ未来塾 （別府市を主としたまちづくりに関する取組）
14. リエラ （地域住民交流イベントの運営）
15. さいき劇場 （就学前の乳幼児の見守り活動）
16. おおいた成年後見権利擁護支援センター

 （権利擁護支援者の育成講座への参加）
17. 里山保全竹活用百人会

 （たけた竹灯籠「竹楽」イベントの準備）
18. Teto　Company （地域交流拠点での来所者対応）
19. AmaRi （食育サロン、食育に関する啓発イベントの運営）
20. しげまさ子ども食堂－げんき広場－

 （子ども食堂、学習支援の運営 )
21. パワーウェーブ日出

 （地域住民向け IT 講座の運営・イベント託児 )

○令和３年12月22日（水）13:30～16:10　J:COM ホルトホール大分　大会議室

○企業やNPO、行政など117名が参加（オンライン含む）

○令和３年度からスタートした「企業のＮＰＯ現場体験活動」４組の報告も行いました。

NPO現場体験研修～飛び出せ公務員プロジェクト～

SDGsでつなぐ新たな暮らし
　　　～地域創生はパートナーシップから～

　SDGｓと地域創生、パートナーシップについて、

企業の立場（CSR）、投資家の立場（ESG投資）、

生活者の立場（エシカル消費）など、多方面からの

話がとてもわかりやすいと好評でした。　

● 講演「SDGsでつなぐ新たな暮らし
　　～地域創生はエシカルとパートナーシップで～」

講師： 立教大学特任教授　河口　眞理子氏

● 講演
　SDGｓは人ごとではなく、自分自身の行
動にも関係があるということを改めて思
い知らされた。

● 活動報告
　企業とNPO法人がどう関わっていくの
か、関わることでどのような活動が生ま
れるのか知ることができて面白かった。

参加者の声（一部）

● 研修生コメント

　高齢者がずっと元気に暮らす上で、楽しく

食卓を囲めるような地域の居場所の重要性を

目の当たりにしました。

　行政にできることは、地域に必要な支援に取

り組むNPOが活動しやすい環境を整えること

や、協働して地域の課題解決に取り組むことだ

と感じました。今後より一層、自ら地域の課題

を知り、解決策を考えていきたいと思います。

研 修 先： NPO 法人 AmaRi（宇佐市）

体験内容： 下恵良食育サロン・
 ロングテーブル（大食卓会）運営

体験内
容の紹

介
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